
平
成
十
九
年
八
月
八
日
提
出

質

問

第

一

四

号

障
害
者
自
立
支
援
法
と
生
活
保
護
基
準
の
均
衡
に
関
す
る
質
問
主
意
書

提

出

者

山

井

和

則
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障
害
者
自
立
支
援
法
と
生
活
保
護
基
準
の
均
衡
に
関
す
る
質
問
主
意
書

平
成
十
九
年
六
月
十
九
日
の
答
弁
書
（
衆
質
一
六
六
第
三
七
六
号
・
以
下
「
前
回
答
弁
書
」
と
い
う
）
の
内
容
に
つ
い
て
、

い
く
つ
か
の
疑
問
が
生
じ
た
の
で
以
下
の
と
お
り
質
問
す
る
。

一

障
害
年
金
一
級
受
給
中
の
四
十
歳
の
障
害
者
が
、
障
害
者
支
援
施
設
に
入
所
し
て
い
る
場
合
に
、
障
害
者
自
立
支
援
法

（
以
下
「
自
立
支
援
法
」
と
い
う
）
に
お
い
て
設
定
さ
れ
て
い
る
「
そ
の
他
生
活
費
」
の
金
額
は
、
現
在
月
二
・
八
万
円
で

あ
る
と
理
解
す
る
が
、
こ
の
理
解
に
間
違
い
は
な
い
か
。

二

扶
養
義
務
者
が
存
在
せ
ず
、
預
貯
金
を
全
く
保
有
せ
ず
、
工
賃
収
入
な
ど
の
収
入
が
な
く
、
無
年
金
障
害
者
で
年
金
収
入

が
な
く
、
精
神
保
健
福
祉
手
帳
一
級
に
認
定
さ
れ
て
い
る
四
十
歳
の
障
害
者
が
、
障
害
者
支
援
施
設
に
入
所
し
、
生
活
保
護

を
受
給
し
て
い
る
と
す
る
と
、
生
活
保
護
基
準
に
従
っ
て
支
給
さ
れ
る
「
そ
の
他
生
活
費
」
の
金
額
は
、
入
院
患
者
日
用
品

費
と
障
害
者
加
算
の
合
計
金
額
と
な
る
と
理
解
す
る
が
、
こ
の
理
解
に
間
違
い
は
な
い
か
。

三

二
で
述
べ
た
条
件
の
障
害
者
が
、
障
害
者
支
援
施
設
入
所
中
に
、
生
活
保
護
基
準
に
従
っ
て
支
給
さ
れ
る
「
そ
の
他
生
活

費
」
の
金
額
は
い
く
ら
に
な
る
か
。

四

前
回
答
弁
書
の
「
五
及
び
六
に
つ
い
て
」
に
て
、
生
活
保
護
基
準
よ
り
も
、
自
立
支
援
法
が
基
準
と
す
る
消
費
水
準
が
低

一



く
と
も
、
障
害
者
は
、
預
貯
金
の
取
り
崩
し
等
に
よ
っ
て
、
最
低
限
度
の
消
費
生
活
を
営
む
こ
と
が
可
能
で
あ
る
と
の
趣
旨

の
答
弁
が
あ
っ
た
。
で
は
、
預
貯
金
二
十
万
円
を
保
有
し
、
扶
養
義
務
者
が
存
在
せ
ず
、
年
金
以
外
の
収
入
の
な
い
、
障
害

年
金
一
級
受
給
中
の
四
十
歳
の
障
害
者
が
、
障
害
者
支
援
施
設
に
入
所
し
、
手
元
金
二
・
八
万
円
を
残
し
て
利
用
料
な
ど
を

支
払
っ
て
い
く
場
合
に
、
二
で
述
べ
た
条
件
の
無
年
金
障
害
者
に
生
活
保
護
基
準
に
従
っ
て
支
給
さ
れ
る
「
そ
の
他
生
活

費
」
と
同
額
の
消
費
支
出
を
毎
月
継
続
し
た
な
ら
ば
、
預
貯
金
が
な
く
な
っ
て
、
生
活
保
護
を
申
請
す
る
こ
と
と
な
る
の

は
、
施
設
入
所
後
約
何
ヶ
月
先
で
あ
る
の
か
。

五

自
立
支
援
法
の
施
行
に
よ
り
、
施
設
入
所
中
の
障
害
者
の
多
く
が
、
生
活
保
護
基
準
に
準
じ
る
消
費
生
活
を
続
け
る
な
ら

ば
、
い
ず
れ
預
貯
金
を
使
い
果
た
し
、
生
活
保
護
受
給
者
と
な
る
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
施
設
入
所
中
の
障
害
者
の

多
く
を
生
活
保
護
受
給
者
と
し
て
い
く
こ
と
は
、
自
立
支
援
法
第
一
条
に
い
う
「
障
害
者
及
び
障
害
児
の
福
祉
の
増
進
を
図

る
」
も
の
で
あ
る
と
、
政
府
は
考
え
る
か
。

右
質
問
す
る
。

二


